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8．空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航頻度の根拠、運航頻度を踏まえた騒音の予測評価について 

 

【ご意見】 

空飛ぶクルマの運航頻度が最大 1 日で 300 回というのは、運航時間午前７時から午後 10 時を 1 回

３分で割り算しただけで、乗客の乗降時間などが考慮されていなく、あまり現実的でない数値と思

われるが、この回数に基づき騒音等の予測評価を行うのか。 

 

【事業者の見解】 

運航については、空飛ぶクルマは現行の地上タクシーのような２地点間の旅客輸送サービスや対象

事業実施区域を発着地点とする周遊利用サービス、ヘリコプターはオフィスやホテル等の建物利用

者によるチャーター機等での利用を想定しています。運航頻度については、空飛ぶクルマは最大で

300 回／日（１回／３分、機体数は最大 150 機／日）、ヘリコプターは最大で 10 回／日（機体数は最

大５機／日）を検討しており、双方の運航頻度は既存の知見等を踏まえて最大の運航頻度を想定し

ました。特に空飛ぶクルマは、現在、整備基準や機体は開発段階であり、実現化は今後となることか

ら、最大限の影響を予測評価するために、１回／３分 （最も運航頻度の高い時間帯で、６分で１機体

が離着陸（離着と発着で２回のカウント））として設定しています。これは、2040 年代以降の高密度

運転（自動運航・自動チェックイン）の実現時（空飛ぶクルマの運用概念 Concept of Operations 

for Advanced Air Mobility (ConOps for AAM)（空の移動革命に向けた官民協議会、2024 年改訂））

を想定して、設定しました。 

運航頻度は、空飛ぶクルマ及びヘリコプターの騒音について、環境基本法に基づく騒音に係る環境

基準と対比するための 「時間帯補正等価騒音レベル（Lden）」を予測するうえでの予測条件になります。

騒音の予測評価は方法書に示した運航頻度で行うことを考えていますが、運航頻度については引き

続き検討を進め、予測評価の結果も確認しながら適切に設定し、準備書に記載します。 

 

 

9．空飛ぶクルマ及びヘリコプターの運航に伴う騒音の予測高さについて 

 

【ご意見】 

騒音に関する航空機の運航の予測手法について、「施設の供用」では設備機器に係る予測に「周辺

の住居階数を考慮した高さ」で行うことが記載されているが、航空機の方は地上 1.2m 予測の高さと

している。航空機の騒音源に対して適切な高さでの予測評価を行うべきと考える。 

 

【事業者の見解】 

航空機の運航に伴う騒音の予測については、飛行ルート近傍の住居マンション等の既存建物の立地

状況を確認し、既存建物の屋上など適切な地点や高さでの騒音を予測評価します。 

以上を踏まえ、方法書 p.6-15 の表 6.6-2 騒音に係る予測・評価手法の空飛ぶクルマ及びヘリコプ

ターの運航に伴い変化する騒音の状況の予測地域・地点を修正します。 
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表6.6-2 騒音に係る予測・評価手法（抜粋） 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

航空機の運
航 

空飛ぶクルマ及
びヘリコプター
の運航に伴い、変
化する騒音の状
況 

供用を開始し、事
業活動が定常の
状態になる時期、
時間帯 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.6-2参照） 
予測高さ：地上 
1.2ｍ 

騒音の伝搬理論
式により「時間帯
補正等価騒音レ
ベル（Lden）」を予
測します。 

 

 

 

表6.6-2 騒音に係る予測・評価手法（抜粋） 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

存在・ 
供用時 

航空機の運
航 

空飛ぶクルマ及
びヘリコプター
の運航に伴い、変
化する騒音の状
況 

供用を開始し、事
業活動が定常の
状態になる時期、
時間帯 

現地調査地点と
同一の地点、空飛
ぶクルマ及びヘ
リコプターの進
入表面と想定し
ている範囲 
（図6.6-2参照） 
予測高さ：地上 
1.2ｍ及び周辺の
住居階数を考慮
した高さ 

騒音の伝搬理論
式により「時間帯
補正等価騒音レ
ベル（Lden）」を予
測します。 

 

 

10．空飛ぶクルマ及びヘリコプターの墜落の危険性について 

 

【ご意見】 

空飛ぶクルマ及びヘリコプターの墜落の危険等については、記載は別として留意いただいた方が良

い。 

 

【事業者の見解】 

空飛ぶクルマは、国土交通省を中心に墜落に係る安全性を含めた安全基準等に関する制度整備が進

められている状況です。本事業での空飛ぶクルマの計画は、今後定められる安全基準等を遵守して

計画を進めることにより、安全を確保いたします。ヘリコプターは、航空法等により定められている

安全基準等を遵守することにより、確保されるものと考えています。安全基準等を踏まえて、空飛ぶ

クルマ及びヘリコプターの運航に関する安全対策について検討を行います。合わせて、運航管理、安

全管理についても検討を行い、その検討結果を準備書に記載します。 

 

  

方法書 p.6-15 修正前 

方法書 p.6-15 修正後 



 

3 

この資料は、審査会用に作成したものです。審議の過程で変更される可能性があるため、取り扱いにご注意願います。 

11．ガス・コージェネレーションを取りやめた理由及び今後の省エネルギー計画等に関する検討方針に

ついて 

 

【ご意見】 

規模も非常に大きいので、CASBEE 横浜Ａランク以上が記載されているということだが、一方で、

ガス・コージェネレーションを廃止された理由があれば教えていただきたい。また、ホテルの給湯を

含む計画建築物全体における今後の省エネルギー計画等に関する対策は準備書で記載されるのか。 

 

【事業者の見解】 

ガス・コージェネレーションについては、事業計画の進捗に伴い、計画建築物での効率性等 （設備

の運転負荷と排熱の有効利用のバランス等）を踏まえて取りやめることとしました。 

現在、ホテル等の給湯の際に生じる排熱の利用、CASBEE 横浜Ａランク以上を目指すうえでの省エ

ネルギー化に関する取り組み、脱炭素化の実現に向けた温室効果ガスの排出削減につながる取り組

みについて検討中です。今後、施設計画の深度化と合わせて、省エネルギー計画の具体化を検討し、

取り組み内容を準備書に記載します。 

また、環境・エネルギー性能の高い建物に関する取組としての認証である ZEB 認証の取得を検討中

であり、ZEB 認証の目標値についても検討を進め、その検討結果を準備書に記載します。 

 

 

12．建築物の解体時における騒音及び振動の扱いについて 

 

【ご意見】 

建築物の解体について、評価項目として、建築物の解体時における騒音及び振動が選定されていな

い。騒音、振動は、建設機械の稼働の項目の中で、建設機械を発生源とした予測・評価を行うという

ことだが、見せ方を工夫いただきたい。 

 

【事業者の見解】 

方法書 p.5-1 の表 5.1-1 環境影響要因の抽出の工事中の建設機械の稼働においては、“既存建築

物や構造物の解体のために、対象事業実施区域内で建設機械が稼働すること”を要因として抽出し

ています （表１参照）。既存資料には、既存建築物や構造物の解体時に発生する騒音及び振動を含む

原単位があるため、これらを参照しながら予測評価します。 

 

表１ 環境影響要因の抽出（方法書p.5-1の表5.1-1より抜粋） 

項目 抽出の理由 

工
事
中 

建設機械の稼働 
 既存建築物や構造物の解体、計画建築物の建設のために、対象事業実
施区域内で建設機械が稼働します。 
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13．基礎構造、基礎形式について  

 

【ご意見】 

地下の構造や基礎形式について、圧密沈下や不同沈下が懸念されるため、N 値を含めた地盤の物性、

基礎構造や基礎形式、工事計画の詳細といった内容を準備書にしっかりと記載いただきたい。 

 

【事業者の見解】 

地盤の物性は、方法書 p.6-20 の表 6.8-1 地盤に係る調査手法に示すように、既存ボーリング調査

等の資料による把握に加えて、現地における２地点のボーリング調査 （方法書の p.6-22 の図 6.8-1）

により把握します。これらの調査結果を踏まえ、地盤定数、支持層深さ等を把握します。軟弱地盤層

の存在を踏まえた圧密沈下や不同沈下の抑制等も考慮しながら、施設計画の深度化と合わせて、安

全な構造計画となるように設計上の適切な基礎構造、基礎形式や施工計画を検討し、その検討結果

を準備書に記載します。 

 

 

14．工期が伸びる可能性に対する工事用車両の走行の影響について  

 

【ご意見】 

軟弱な地盤のため圧密沈下対策が必要になると工期が延びる可能性がある。現状、車両の通行も

あり歩行者も多いため、工事車両が長期間通行することになると工事中の影響評価が重要になる。 

 

【事業者の見解】 

圧密沈下対策とその内容を踏まえた施工計画（工事期間や使用する工事用車両台数等の計画）を

検討し、その検討結果を準備書に記載します。その施工計画をもとに、工事用車両台数の走行に伴

う地域交通（交通混雑、歩行者等の安全）等の影響について予測・評価を行い、交通混雑の低減や

歩行者の安全等に関する適切な環境保全措置を検討し、準備書に記載します。 
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15．ボーリング調査地点の設定について 

 

【ご意見】 

現状のボーリング調査地点が、対象事業実施区域内に２箇所設定されており、こちらは土留壁内に

おける地下水位の変動がわかるものである。地下水流の流れにもよるが、土留壁の上流側では地下

水位が上昇し、下流側では地下水位が低下するといった流動阻害が生じる可能性がある。低下の割

合によっては地盤沈下に繋がる可能性もあり、そのため、対象事業実施区域内だけのボーリング調

査では十分な情報が得られない可能性が非常に高いと考える。地盤沈下という視点から、地下水位

の低下は非常に重要な因子となるため、土留壁の外側でも調査が必要ではないか 

 

【事業者の見解】 

「国土地盤情報データベース」 （一般財団法人 国土地盤情報センターホームページ）では、既存の

ボーリング地点及びその地点のボーリング柱状図が公表されています。対象事業実施区域周辺には、

図１に示すとおり既存のボーリング地点が分布しているため、これらの地点（対象事業実施区域内

に設置する計画である山留壁の外側の地点）及び対象事業実施区域内の地点のボーリング柱状図に

より対象事業実施区域及びその周辺の地質や地下水位の状況を把握します。また、対象事業実施区

域の西側約 800ｍには横浜市環境科学研究所が設置している地下水位観測井 （観測地点名：岡野公園）

があり、観測結果が公表されているため、この情報により地下水位の状況を把握します （図３参照）。

なお、岡野公園は、対象事業実施区域と同様に、表層地質は埋土（方法書 p.3-7 の図 3.2-5 表層地質

図参照）であり、軟弱地盤の分布域（方法書 p.3-9 の図 3.2-7 軟弱地盤図参照）に位置する観測井で

す。これらの情報等を用い、地下構造物等の設置に伴う地下水流の流動阻害が生じる可能性も踏ま

え、地盤沈下に対する影響を予測評価します。 
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図 1 対象事業実施区域のボーリング調査地点図及び 

対象事業実施区域周辺の公開されているボーリング地点図 

※方法書 p.6-22 の図 6.8-1 ボーリング調査地点図に、公開されている既存ボーリング地点を重ねた図です。 

図中の地点番号を四角で囲った地点については、次ページ以降に土質ボーリング柱状図を掲載しました。 

□ 対象事業実施区域周辺の公開されている既存ボーリング地点 
※準備書では、これらのボーリング地点の削孔深度等を踏まえ、環境影

響評価に必要な地点を選定し、地質や地下水位の状況を把握します。 
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図 2(1) 土質ボーリング柱状図（公開ボーリング地点：C0446001） 
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図 2(2) 土質ボーリング柱状図（公開ボーリング地点：C0446001） 
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図 2(3) 土質ボーリング柱状図（対象事業実施区域内の既存ボーリング地点：地点②） 
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図 2(4) 土質ボーリング柱状図（対象事業実施区域内の既存ボーリング地点：地点②） 
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図 2(5) 土質ボーリング柱状図（公開ボーリング地点：C0441001） 
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図 2(6) 土質ボーリング柱状図（公開ボーリング地点：C0441001） 
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図 3 対象事業実施区域周辺の観測井の位置 

※方法書 p.3-7 の図 3.2-5 表層地質図に、横浜市環境科学研究所が設置している観測井の位置を重ねた図です。 

観測井（観測地点名：岡野公園） 
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16．評価項目としての地下水位の扱いについて  

 

【ご意見】 

現状として地下３階の構造を想定していることから、十数ｍの掘削工事があり、土留壁についても

その程度の深さになると推測するため、土留壁の周囲において地下水流が遮断されることにより、

流動阻害が生じる可能性は十分にあると考えられる。上流では地下水が上昇し、下流側では地下水

位が低下する可能性が非常に高いと考えられるため、地下水流、地下水位に関しても評価項目とし

て選定して評価するべきではないか。 

 

【事業者の見解】 

水循環（地下水位）については、2025/12/25 審査会の補足資料 p.7～10 の「5．水循環（地下水）

の非選定理由の修正について」で示したとおり、本事業が地域の水循環に対し、著しい影響を及ぼす

ことはないと考えられること、また、すでに選定している地盤の項目に含み予測評価を行うことと

して、環境影響評価項目としては選定しないものとしました。 

地盤沈下の発生は地下水位の変動と密接に関係しているため、地盤の項目においては、対象事業実

施区域内及び周辺の既存のボーリング柱状図により、地質や地下水位の状況を把握し、地下構造物

等の設置に伴う地下水流の流動阻害が生じる可能性を踏まえ、地下水流動状況への影響及び地盤沈

下を抑制する効果について総合的に予測評価します。 
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表5.2-2(1) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中）（抜粋） 

（2025/12/25審査会の補足資料p.9の「5.水循環（地下水）の非選定理由の修正について」より再掲） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

水循環 
地下水位 
及び湧水の

流量 
× 

本事業では地下に構造物を建設する計画としていますが、
工事に当たっては、掘削区域の周囲に遮水性に優れた山留壁
を構築し、地下水の循環等への影響を軽減していく計画とし
ています。また、対象事業実施区域周辺に湧水地点はありませ
ん。 

そのため、本事業が地域の水循環に対し、著しい影響を及ぼ
すことはないと考え、環境影響評価項目として選定しません。 

 

 

 

表5.2-2(1) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（工事中）（抜粋） 

（2025/12/25審査会の補足資料p.9の「5.水循環（地下水）の非選定理由の修正について」より再掲） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

水循環 
地下水位 
及び湧水の

流量 
× 

対象事業実施区域及びその近傍の既存ボーリング調査結果
（土質ボーリング柱状図）（資料編 p.94～105 参照）によると
地下 10ｍ程度まで帯水層（埋土層、細砂層等）が、その下位
30ｍ程度まで難透水層（シルト層）が分布しています。 

本事業では、帯水層より下に地下構造物を建設する計画と
していますが、工事に当たっては、掘削区域の周囲に遮水性に
優れた山留壁を構築し、地下水の循環等への影響を軽減して
いく計画としていることから、対象事業実施区域及びその周
辺の地下水の水位及び流況の変化は小さいと考えます。また、
対象事業実施区域周辺に湧水地点はありません。 

そのため、本事業が地域の水循環に対し、著しい影響を及ぼ
すことはないと考え、環境影響評価項目として選定しません。 

 

  

方法書 p.5-3 修正後 

方法書 p.5-3 修正前 
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表5.2-2(4) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（存在・供用時） 

（2025/12/25審査会の補足資料p.10の「5.水循環(地下水)の非選定理由の修正について」より再掲） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

水循環 

地下水位 
及び湧水の

流量 
× 本事業の供用時に、地下水及び湧水を利用する施設の計画

はなく、また、地下水位及び湧水の流量、河川の形態、流量並
びに海域の流況に変化を生じさせる要因はないことから、環
境影響評価項目として選定しません。 

河川等の 
形態、流量 

× 

海域の流況 × 

 

 

 

 

表5.2-2(4) 環境影響評価項目を選定した理由・選定しない理由（存在・供用時） 

（2025/12/25審査会の補足資料p.10の「5.水循環(地下水)の非選定理由の修正について」より再掲） 

環境影響評価項目 選定の
有無 

選定した理由・選定しない理由 
大項目 細目 

水循環 

地下水位 
及び湧水の

流量 
× 

対象事業実施区域及びその近傍の既存ボーリング調査結果
（土質ボーリング柱状図）（資料編 p.94～105 参照）によると
地下 10ｍ程度まで帯水層（埋土層、細砂層等）が、その下位
30ｍ程度まで難透水層（シルト層）が分布しています。 

本事業では、山留壁を構築した上で、帯水層より下に地下構
造物を建設する計画としていますが、地下構造物等が占める
範囲は計画地内のみの限定的なものであり、地下構造物等が
建築されても地下水流は地下構造物等の周囲を迂回するもの
と想定されることから、対象事業実施区域及びその周辺の地
下水の水位及び流況の変化は小さいと考えます。また、本事業
の供用時に、地下水及び湧水を利用する施設の計画はないこ
とから、環境影響評価項目として選定しません。 

河川等の 
形態、流量 

× 

海域の流況 × 

 

 

 

  

方法書 p.5-6 修正前 

方法書 p.5-6 修正後 
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17．駐車場マネジメントの具体的な取り組み内容について  

 

【ご意見】 

方法書 2-24 ページの「2.3.4 駐車場計画」について、「エキサイトよこはま２２駐車場整備ルール

の適用条件となる駐車場の整備・運営に関しての駐車場マネジメントの取組みを実施」するとのこ

とであるが、具体的にどのような駐車場マネジメントを予定しているのか。 

 

【事業者の見解】 

駐車場マネジメントに関する具体的な取組みについて、表２に示す「エキサイトよこはま２２駐車

場整備ルール」の駐車場マネジメントの項目である（１）駐車場整備及び（２）駐車場連携に記載さ

れた内容の検討を今後進めていきます。 

現時点では、（１）駐車場整備において、立体自走式とした駐車場形式及び出入口の適正配置、左折

in 左折 OUT による動線計画、効率的な入出庫のための工夫や車両のうろつきを防止する適正な場内マ

ネジメントを検討しています。（２）駐車場連携の取組内容は、対象事業実施区域周辺の駐車場との連

携の可能性を考えています。これらの取組の可能性について検討し、その検討結果を準備書に記載し

ます。 

なお、駐車場マネジメントは運用に関する内容も含まれるため、準備書・評価書後も引き続き検討

していく予定です。 
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表２ エキサイトよこはま２２ 駐車場整備ルール 駐車場マネジメントの取り組み内容 

駐車場マネジメントの項目 基本的な駐車場マネジメント 

（１） 駐車場整備 イ 駐車場形式及び出
入口の適正配置 

 駐車場形式は、平面自走式又は立体自走式を基本とす
る。 

 駐車場の出入口の位置及び数は、適正な誘導経路設定に
合わせ設定するものとする。 

 物理的な方策による、右折入出庫の防止を検討するもの
とする 

 駐車場入庫処理能力の向上を図る。また、入庫待ち滞留
スペースを確保するものとする 

 駐車場内の車両のうろつきを防止するため、適正な場内
マネジメントを行い、場内における速やかな入出庫を促
す。 

 車椅子使用者等の移動制約者や荷さばき作業のための
駐車スペースを十分に確保するなどの利用者ニーズへ
の対応を図る 

 開発等の敷地外に駐車場を整備する場合は、敷地外駐車
場から対象施設までの円滑な移動環境を確保するもの
とする。 

ウ 動線計画  駐車場への動線は、敷地内・敷地外駐車場ともに左折in
左折outを基本とし設定する。 

エ 運営方法 (料金収
集、 営業時間等 

 効率的に入出庫させるための工夫を行う 

オ その他円滑な駐車
場利用に資する対策等 

 その他円滑な駐車場利用に資する対策がある場合は、開
発者独自の工夫で実施する。 

（２） 駐車場連携 ア 連携駐車場の選定  連携駐車場は、基本的にセンターゾーン外において連携
が有効に機能する位置に設定し、方面別の需要、対象施
設との距離、対象施設への移動環境等に留意して適切な
位置に確保する 

 連携駐車場は現在の利用状況を十分に勘案して選定す
ることとし、【連携①：開発等に伴う必要駐車場台数を
確保するため、敷地外駐車場を確保した場合に、当該敷
地外駐車場と敷地内に整備する駐車場を連携するこ
と。】においては、長期的な利用に当たっての確実な担
保が図られることを前提とする。 

イ 動線計画  連携駐車場への左折in左折outを基本とした誘導動線を
設定する 

ウ 運営方法 (料金収
集、営業時間等 

 立地条件を考慮した料金体系の導入や、発券、空き情報
案内等のシステムの統一を図る 

 連携駐車場の利用者の利便性確保の工夫を行う。 

エ 案内・誘導方法  利用者に対し、連携駐車場の配置や空き情報をリアルタ
イムにかつ分かりやすく提供し、誘導する工夫を行う。 

 【連携①】において敷地内駐車場が満車の際は、駐車目
的車両のうろつきをなくすため、連携駐車場へ直接アク
セスするように案内・誘導を行う。 

オ その他連携駐車場
の利用向上に資する対
策等 

 その他連携駐車場の利用向上に資する対策がある場合
は、開発者独自の工夫で実施する 

資料：駐車場整備ルール適用に関する手続き様式 
第２号様式 エキサイトよこはま２２ 駐車場整備ルール 駐車場マネジメントの取組内容 一覧表 
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18．工事中における工事用車両の待機場所の確保について 

 

【ご意見】 

方法書 2-36 ページの「(8)工事用車両の走行に対する配慮事項」について、工事中は、資材搬入な

どに伴い待機車両が発生するが、施工敷地内に待機場所は確保されているか。 

 

【事業者の見解】 

工事用車両の待機場所は、施工業者が未定のため、現時点では検討に至っておりませんが、対象事

業実施区域の周辺の交通に影響がないように、今後の検討の中で、敷地内の工事用車両の待機場所の

設置可能性を検討し、準備書に記載します。なお、敷地内において工事用車両の待機場所の設置が難

しい場合、路上待機が起こらない対策を検討し、その検討結果を準備書に記載します。 

 

 

19．歩行者交通量の調査地点の設定について  

 

【ご意見】 

方法書 p.6-33 の図 6.14-2 歩行者等交通量調査地点図について、計画地は横浜駅に近く歩行者も

多いと思われるが、工事用車両や関連車両の経路と交わる地点 （例 ：万里橋から計画地へ左折する横

断歩道、地点４から崎陽軒側に渡る横断歩道、国道側に渡る横断歩道など）が含まれていない。工事

用車両や関連車両が歩行者の安全に及ぼす影響を評価するためには、こうした地点の歩行者交通量

を調査しておくことが必要ではないか。 

 

【事業者の見解】 

方法書 p.6-33 の図 6.14-2 歩行者等交通量調査地点図に示した調査地点（図４参照）は、本事業に

関する歩行者等の主要なルートと想定される歩道等８地点として選定した地点であり、方法書 p.6-

30 の表 6.14-2(1)の施設の供用に係る予測方法（表３参照）に示したように、歩行者サービス水準の

算出等により、歩行者通行の快適性・安全性の程度を予測する地点として選定しています。 

工事用車両や関連車両の走行に伴う歩行者等の安全に及ぼす影響に関する調査については、方法書

p.6-29 の表 6.14-1 の道路の状況の調査手法・調査地域（表４参照）に示したように、工事用車両及

び関連車両の主要な走行ルート上（方法書p.6-32の図 6.14-1自動車交通量調査地点図）（図５参照）

の歩道を対象に、歩行空間における安全施設等（信号、横断歩道、歩道橋・歩行者デッキ、マウント

アップ等）の整備状況を現地調査により把握します。この調査地域には、万里橋から計画地へ左折す

る地点の横断歩道、地点４から崎陽軒側に渡る横断歩道等も含んでいます。予測手法については、調

査結果を踏まえるとともに、方法書 p.6-30 の表 6.14-2(1)工事用車両や関連車両の走行に伴う歩行

者等の安全に及ぼす影響の程度（表３参照）に示したように、本事業における交通安全対策等に基づ

き、交通安全への影響を定性的に予測評価します。 
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図 4 歩行者等交通量調査地点図（方法書 p.6-33 の図 6.14-2 より） 
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表３ 地域交通（交通混雑、歩行者等の安全）に係る予測・評価手法 

（方法書p.6-30の表6.14-2(1)より抜粋） 

環境影響要因 
予測の手法 

予測項目 予測時期 予測地域・地点 予測方法 

工事中 工事用車両
の走行 

工事用車両の走
行に伴う、歩行者
等の安全に及ぼ
す影響の程度 

工事用車両の走
行台数が最大と
なる時期 

工事用車両の走
行ルート 

交通安全対策等
に基づき、交通安
全への影響を定
性的に予測しま
す。 

存在・ 
供用時 

施設の供用 施設の供用に伴
う、歩行者等の安
全に及ぼす影響
の程度 

供用を開始し、事
業活動が定常の
状態になる時期 

現地調査地点と
同一の地点 
（図6.14 2参照） 

歩行者サービス
水準の算出等に
より、歩行者通行
の快適性・安全性
の程度を予測し
ます。 

関連車両の
走行 

関連車両の走行
に伴う、歩行者等
の安全に及ぼす
影響の程度 

関連車両の走行
ルート 

交通安全対策等
に基づき、交通安
全への影響を定
性的に予測しま
す。 

 
表４ 地域交通（交通混雑、歩行者等の安全）に係る調査手法 

（方法書p.6-29の表6.14-1より抜粋） 

調査項目 調査の手法 調査地域 

道路の状況 
・交通安全対策の状況 

現地 歩行空間における安全施設等について現地
調査により把握します。 

工事用車両及び関連
車両の主要な走行ル
ート上の歩道 
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図 5 自動車交通量調査地点図（方法書 p.6-32 の図 6.14-1 より） 


